
 

 

１ 趣旨 

滋賀県では、「滋賀県ごみの散乱防止に関する条例」で 12 月１日を「環境美化の日」と定めており、

この日を中心に県内各地で一斉清掃が実施されています。 

甲賀管内においても環境保全意識の高揚を目的に、県民および企業・団体の皆さんと協働し環境美化

活動を以下のとおり実施します。 
 

２ 実施日時 

   令和７年 11月 27 日（木） 9：30～10：30（受付時間 9：00～  ） 

 

３ 活動内容 

 

 

 

 

区分 内容 

活動場所 

甲賀市甲南町竜法師交差点および杣川周辺道路（実施場所地図参照） 

※２つのコースに分かれて活動していただきます。 

コースの詳細および振分けは当日受付時にご案内します。 

集合場所 
忍の里プララ駐車場（甲賀市甲南町竜法師 600）（実施場所地図参照） 

※駐車スペースに限りがありますので、できる限り乗り合わせてお越しください。 

参加者等 
県民、湖南・甲賀環境協会、滋賀県建設業協会甲賀支部、滋賀県建設業協会湖南支部、

湖南工業団地協会、甲賀市、滋賀県（甲賀管内所属）等 

活動要領等 

9：00  受付および清掃用具等配布 

※班編成および人数把握のため、開始時刻は 9：30 とさせていただきます。 

9：25～ 清掃活動前説明 

9：30～10：30 清掃活動 

回収したごみを集積所（集合場所付近に設置）に置いた方から各自解散とします。 

※交通事故等防止のため、車道のごみ回収は行わないでください。  

服装 

動きやすい服装 

※感染症防止のため、発熱等少しでも体調に異常がみられる場合は参加を取りやめてく

ださい。 

写真撮影に 

ついて 

活動中に随時記録写真を撮影します。 

記録した写真は県のホームページ等に掲載するなど、使用させていただく場合がありま

す。ご了承ください。 

参加形態およ

び災害補償 

参加形態はボランティア参加とします。 

保険については、参加申し込みを基に県（循環社会推進課）において一括で加入します。 

その他 
当日、スタッフは黄色帽子を着用しています。不明な点等がございましたらお尋ねくだ

さい。 

問い合わせ先 滋賀県甲賀環境事務所 TEL：0748-63-6134  

令和７年度甲賀管内「県下一斉清掃」環境美化活動 実施要領 



 

４ 申し込み方法および中止時の対応 

参加申し込み 

 

中止の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メール・電話にて申込される際は【事業所名（団体の場合）、参加代表者名、参加人数、

車の台数、連絡先】を御報告ください。 

mail：de41@pref.shiga.lg.jp 

TEL ：0748-63-6134 

 

ＵＲＬ： 

当日 8：00 の気象情報で甲賀市に気象警報が発令されている場合や荒天時

には中止とし、延期は行いません。 
中止の場合、当日 8：30 までに県ＨＰにその旨を掲載し、現地での案内も

行います。 
※予定通り実施する場合は、県ＨＰに改めての掲載はいたしません。 
【滋賀県ホームページ（滋賀県甲賀環境事務所）】 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/21178.html 

ＱＲコードまたはＵＲＬより、各自お申し込みください。 

（申込期限：11 月 20 日（木）17時） 

ＵＲＬ： https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-
alias/202512 

ポイ捨てごみについてのアンケート 

ポイ捨てごみに対する県民の皆様の意識を把握し、ポイ捨てごみを減らす 

効果的な対策を検討するためにアンケート調査を実施しています。 

右の QR コードからアンケートにご協力ください。 


